
公共施設マネジメントの取組の流れ

公共施設マネジメントの取組は、大きく４つのステップに分けることができます。

第１ステップ　「公共施設等の実態把握」 平成27年9月公表
「公共施設白書」の作成 　平成26年4月時点の公共施設等を対象
・公共施設等の現状・課題
・公共施設等の更新又は大規模改修に係る将来経費の見通し　など

第２ステップ　「公共施設マネジメントの方針策定」 検討委員会での協議部分

①全体基本方針（公共施設マネジメント基本方針）の策定 ① 第1回検討委員会（27.10.19）
計画の目的・公共施設等の現況・将来の見通し等 ・基本方針（案）第1・2章の検討
・計画の目的、計画期間 第2回検討委員会（27.11.18）
・公共施設等の現況、中長期的な経費の見込み　など ・基本方針（案）第3章の検討
公共施設等の維持管理・修繕・更新等に関する基本的な方針 第3回検討委員会（28.2予定）
・数値目標の設定（将来経費の削減目標） ・基本方針（案）の検討
・管理における原則 第4回検討委員会（28.5予定）
・実施方針　など ・基本方針の検討

②個別基本方針（公共施設マネジメント用途別方針）の策定 ② 第5～9回検討委員会（28.7～）
施設類型ごとの管理に関する基本的な方針 ・用途別方針の検討
・施設類型ごとの課題整理
・基本的な方針　など

第３ステップ　「個々の施設の実施計画の策定及び計画の実施」 所管課が主体となり計画の策定・実施
①個別施設計画の策定 庁内各課間の調整・連携を図る
基本方針に基づき施設ごとの計画を策定

②個別施設計画の実施
第４ステップ　「評価・改善」 評価・改善による基本方針の見直し
①評価 第１～４ステップを繰返し
・個別施設計画の実施による効果の検証・評価 基本方針の実効性を高めていく
・公共施設マネジメント基本方針で設定した目標に対する達成度の評価

②改善
評価を踏まえて施設及びサービスの具体的な改善・改革

各ステップの内容 説　　明

　第２ステップ「公共施設マネジメントの方
針策定」の基礎資料とするため作成

資料５


